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令和６年度京都市子育て応援パンフレット・子育て応援マップデータ作成業務

委託 

募集要項 

 

 子育て世帯に対しわかりやすく情報を発信するため、京都市の子育て支援施

策を取りまとめた冊子を配布するに当たり、版下の作成及び印刷を行う受託候

補者を下記のとおり募集します。 

 

記 

 

１ 委託業務 

  令和６年度京都市子育て応援パンフレット・子育て応援マップデータ作成

業務 

 

２ 委託業務内容 

仕様書のとおり 

 

３ 委託金額の上限 

  金２，５００，０００円 

※ 消費税及び地方消費税相当額を含みます。 

※ 本業務の実施に係る費用は、全て、上記委託金額の範囲内とします。 

 

４ 応募資格 

  以下の条件を全て満たしている者とします。 

⑴ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録していること及び競争入札参加

停止処分を受けていないこと。または、京都市競争入札等取扱要綱第２条第

１項各号に掲げる資格を有すると認められる者。 

⑵ 自らが提案した企画内容を自らが遂行するのに必要な運営基盤を有し、か

つ資金等について十分な管理能力を有していること。 

⑶ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

⑷ 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを 

目的とした団体でないこと。 

⑸ その他、公共の福祉に反する活動をしていないこと。 
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５ 応募方法 

⑴ 提出書類及び部数 

提出書類 様式等 部数 

１ 参加申出書 様式１ 

５部 

（原本１部及

び複写４部） 

２ 提案書 

様式２を

表紙とし

て下記⑵

を添付す

ること 

３ 業務実績一覧 様式３ 

４ 業務実施体制及び従事（予定）者の経歴 任意 

５ 
見積書（積算根拠を明示してください。消費

税は内書きで記載してください） 
任意 

６ 
会社概要（団体の概要、活動内容、活動実績

などが分かる資料） 
― ５部 

なお、京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない方は、上記に加

えて、以下の応募資格を満たすことを証明する書類を提出してください。 

提出書類 様式等 部数 

７ 
登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は登

記簿謄本） 
原本※ 

１部 

８ 印鑑証明書 原本※ 

９ 納税証明書（国税及び地方税） 原本※ 

10 使用印鑑届 様式４ 

11 調査同意書 様式５ 

12 誓約書 様式６ 

※ 申請日前３箇月以内に発行されたもの。 

⑵ 提案書に添付するもの（紙面イメージ） 

  参加申出書の受理時に、提案書作成の基となる資料等を提供しますので、

下記７の評価基準を満たすよう創意工夫のうえ、以下の３つの紙面・データ

イメージを作成し、添付してください（それぞれ見開き１ページ、フルカラ

ーで作成すること）。 

 ア 年齢別主な制度の早見表 

 イ 各制度説明 

 ウ マップ 

⑶ 提出期限 

 ア 参加申出書 

   令和６年７月１９日（金）午後５時 

 イ その他の書類 
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令和６年７月２６日（金）午後５時 

   ※ 提出時間は、平日午前９時から午後５時までとします。なお、受付

期間の終了後においては、提出書類の内容の変更は受け付けません。 

⑷ 提出方法等 

ア 参加申出書 

下記 10の担当まで持参してください。 

イ その他の書類 

下記 10の担当まで持参してください 

⑸ その他 

  ア 提出書類は理由のいかんに関わらず返却しません。 

  イ 選定された提案は、京都市との協議により、修正又は変更を行う場合

があります。 

 

６ 質問 

  応募方法や委託業務の仕様内容等について質問がある場合は、質問書（様

式任意）を持参又は電子メールにより提出してください。 

⑴ 提出先 

下記 10の担当まで 

⑵ 提出期間 

令和６年７月５日（金）から同年７月１２日（金）までの平日午前９時

から午後５時までとします。 

⑶ 回答方法 

質問に対する回答は、令和６年７月１７日（水）午後５時までに京都市

情報館（「入札・公募型プロポーザル情報」内の子ども若者はぐくみ局のペ

ージ）に公開することによって行います。 

⑷ その他 

本書及び仕様書等について質問できる者は、上記４の応募資格を満たし

ている者とします。 

 

７ 受託候補者の選定方法 

⑴ 提出された見積金額が委託金額の上限を超えている場合は、失格としま

す。 

⑵ 提案内容が仕様書を満たしていない場合は失格とします。 

⑶ 京都市の職員で構成する選定委員会を設置し、応募者から提出された提

案書及び見積書について、次頁の評価基準に基づき評価を行い、評価点の合

計が６０点以上の応募者のうち、最も高い評価点を獲得した応募者を受託候

補者として選定します。ただし、評価点が同点の場合は、市内中小企業者を

上位者とし、いずれも市内中小企業者である場合は、見積金額の点数を除い

た点数が最も高い応募者を受託候補者とします。 
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なお、応募者が１社のみであっても、プロポーザルは成立することとし 

ますが、その場合、評価点の合計が６０点以上であることを選定の条件とし

ます。 

⑷ 選定委員会の審査結果については、令和６年７月下旬に書面により応募 

者全員に通知します。また、選定した受託候補者の商号又は名称、評価点  

及び受託候補者の選定理由などを含めて、選定結果を京都市のホームページ

で公表します。 

なお、選定手続が完了する前は、応募者数や応募者名など選定に係る情報

については公表しません。 

【評価基準】 

評価項目 評価ポイント 配点 

提案内容 

業務内容を十分に理解したうえで行われてい

るか。 
２０ 

「はぐくーもＫＹＯＴＯ」と連動した、分かり

やすいデザインやレイアウトとなっているか。 
２５ 

適切に要約された文書となっているか。 ２０ 

実施体制 

・仕様書に定められた業務を円滑かつ安定的に

遂行できる運営体制がとれているか。 

・業務従事（予定）者が十分な業務実施能力及

び業務実施経験を有しているか。 

１０ 

業務実績 
これまでに本業務の実施に類似あるいは関連

する業務を実施した実績があるか。 
１０ 

見積金額 

１０点×（全応募者の最低提案金額） 

／（当該応募者の提案金額） 

※ 小数点以下は四捨五入する。 

１０ 

京都市公契約基

本条例との関係 

市区域内に本店又は主たる事務所を有する中

小企業かどうか。  

※ 該当する場合は５点 

５ 

合  計 １００ 
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８ 委託契約の締結 

⑴ 契約期間 

   契約締結日から令和７年１月３１日（金）まで 

⑵ 契約の締結等 

  ア 選定した受託候補者と契約条件を確認及び協議のうえ、随意契約を行

います。 

  イ 受託候補者となった者は、速やかに所定の契約書を提出してください。 

  ウ 受託候補者となった者が前項の手続きを行わないときは、当該委託業

務に係る契約は締結されなかったものとみなし、評価点が次点の者と契

約を行います。 

 

９ 注意事項 

⑴ 公募手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に

限ります。 

⑵ 失格となる参加申出書及び提案書 

参加申出書及び提案書が次の事項の一つ以上に該当する場合には失格と

なる場合があります。なお、失格となった場合は、別途通知します。 

ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

イ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しない

もの。  

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 虚偽の内容が記載されているもの。 

⑶ その他 

ア 全ての提出書類の作成・提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

イ 提出された提案書は、受託候補者の選定以外には、応募者に無断で使

用しません。 

ウ 提出された書類は、受託候補者の選定を行う作業に必要な範囲におい 

て、複製を作成することがあります。 

   

10 担当 

  京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

（担当：井上
いのうえ

、家城
い え き

） 

   電 話：０７５－７４６－７６１０ 

   メール：kosodatesien@city.kyoto.lg.jp 

   住 所：京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 

井門明治安田生命ビル２階 

mailto:kosodatesien@city.kyoto.lg.jp

